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建
築
基
準
法
は
、
建
物
の
構
造
に
関
す
る
最
低
限
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
で
、
敷
地
・
構
造
・
設
備
・
用
途
に
関
す
る
耐
震

性
や
防
火
性
な
ど
の
安
全
性
を
確
保
し
、
人
々
の
命
、
健
康
、
財
産
を
護
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
で
あ
る
。 

 

太
陽
光
発
電
施
設
は
、
設
置
方
法
に
応
じ
て
「
建
築
物
」
か
「
工
作
物
（
電
気
工
作
物
）
」
か
に
分
け
ら
れ
、
建
築
基
準
法

や
電
気
事
業
法
の
適
用
範
囲
か
否
か
が
決
め
ら
れ
る
。 

 

架
台
の
下
を
「
屋
内
的
用
途
に
利
用
し
な
い
」
土
地
に
自
立
し
て
設
置
さ
れ
る
場
合
は
、
工
作
物
と
さ
れ
、
建
築
基
準
法
は

適
用
さ
れ
な
い
。
電
気
事
業
法
に
基
づ
く
安
全
基
準
を
満
た
す
こ
と
の
み
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

こ
れ
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日
、
国
土
交
通
省
住
宅
局
建
築
指
導
課
長
名
の
、
「
太
陽
光
発
電
設
備
等
に
係
る
建

築
基
準
法
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
通
達
に
基
づ
く
措
置
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
工
事
完
了
後
の
行
政
や
第
三
者
機
関
に
よ
る
安

全
検
査
の
受
検
義
務
か
ら
除
外
さ
れ
、
建
築
確
認
等
も
不
要
と
な
っ
た
。 

 

建
築
基
準
法
が
定
め
る
構
造
耐
力
、
防
火
性
、
耐
久
性
、
安
全
性
な
ど
の
要
求
基
準
を
満
た
す
必
要
が
な
く
な
り
、
設
計
強

度
の
適
合
可
否
の
確
認
は
業
者
側
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
た
め
、
建
築
基
準
法
の
要
求
基
準
を
満
た
さ
な
い
ま
ま
、
斜
面
に
太
陽
光
パ
ネ
ル
が
設
置
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
例
が
全



 

２ 

 

国
で
多
数
見
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
例
え
ば
釧
路
湿
原
国
立
公
園
の
内
外
で
大
規
模
太
陽
光
発
電
所
の
建
設
が
相
次
ぎ
、
自
然
保
護
の
観
点
か
ら
大
き
な

問
題
と
な
っ
て
い
る
。
福
島
市
の
先
達
山
に
建
設
さ
れ
た
大
規
模
太
陽
光
発
電
所
で
は
山
肌
が
大
き
く
露
出
し
た
。
太
陽
光
パ

ネ
ル
の
反
射
光
に
よ
り
交
通
事
故
を
誘
発
し
か
ね
な
い
例
も
あ
る
。 

 

そ
こ
で
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

電
気
事
業
法
に
基
づ
く
安
全
基
準
見
直
し
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
前
述
の
国
交
省
課
長
通
達
を
根
本
的
に
見
直
す
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
。
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

二 

無
秩
序
な
太
陽
光
パ
ネ
ル
の
設
置
に
歯
止
め
を
掛
け
る
べ
く
、
山
肌
の
切
り
崩
し
に
関
す
る
規
制
や
動
植
物
へ
の
配
慮
義

務
な
ど
に
つ
い
て
、
国
が
早
急
に
指
針
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


